
農作物病害虫・雑草防除の基本方針 
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良質で安全な農作物の安定生産を図り、周辺環境に及ぼす影響を最小限にとどめる
には、病害虫・雑草防除を的確かつ安全に行うことが必要です。 
このため、本防除指針や病害虫発生予察情報等を活用し、また下記の事項に留意し
て、的確な病害虫・雑草防除及び農薬の安全使用を推進します。 
 
１．ＩＰＭ(総合的病害虫・雑草管理)の推進 
病害虫・雑草防除は化学農薬だけに頼らず、耕種的、物理的、生物的防除技術等
を活用して、総合的に推進します。 
 
(1) 化学的防除：化学合成農薬の使用 
(2) 耕種的防除：輪作、土づくり、適正施肥、病害虫抵抗性品種の導入等 
(3) 物理的防除：太陽熱土壌消毒、寒冷しゃ被覆、シルバーマルチ等 
(4) 生物的防除：生物農薬、フェロモン剤、土着天敵の利用等 

 
２．農薬の安全使用の一層の推進 
農薬使用にあたっては、事故のないよう以下の事項に留意し、安全使用を推進し
ます。 
 

(1) 適切な農薬の選択及び適正な使用方法の遵守 
・ 必ず農薬取締法に基づいて登録された農薬を使用します。 
・ 農薬使用に先立って、登録内容、使用上の注意等について購入店やメーカー
に確認した上、ラベル記載事項を読んだりするなど、必ず指示に従います。 
・ 使用する農薬の適用病害虫、適用作物、使用時期(日数）、使用回数(本剤の使
用回数、有効成分を含む農薬の総使用回数)、使用方法等を遵守します。 

(2) 使用者の安全確保 
適切な保護具の着用や適正な散布の励行により、作業者が直接農薬に接触した
り吸い込んだりしないようにします。 

(3) 周辺環境等への配慮 
次の点に注意し、散布した農薬の周辺への飛散(ドリフト)による地域住民、
蚕、ミツバチ等への被害や、河川への流出等の環境汚染が生じないようにしま
す。 
・ 住宅地と近接した場所、養蚕やミツバチが飼育されている地域の近くでは、
散布計画を付近住民や飼養者に周知する、蚕やミツバチに影響の少ない剤を選
択するなどの配慮をします。 
・ 地形や立地条件、散布時の気象等を十分に考慮します。 
・ 必要最小限の使用とします。 

(4) 周辺作物等への配慮 
・ 散布した農薬が、ドリフトにより近接した作物に不用意にかからないように
します。 
・ 周辺の農作物にも登録のある農薬を優先して使用します。ただし、使用時期
等には十分に注意します。 
・ 農薬散布器具は使用後に十分に洗浄します。 
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３．病害虫・雑草防除の効率化と適正化 
農薬の使用量、使用回数を減らすことは、労力の削減、経済性の改善につながり
ます。農薬使用に当たっては適期防除や散布方法の改善等により、使用量、使用回
数を減らし、効率的な病害虫防除に努めます。 

 
(1) 的確な発生予察による病害虫の早期発見と適期防除 
・ フェロモントラップや黄色粘着板を使用する等、圃場において継続的に観察
を行ったり、病害虫発生予察情報を活用すること等により、病害虫の早期発見
と適期防除に努めます。防除に当たっては、病害虫の発生量や被害状況に合わ
せて使用器具や農薬を選択し、可能であれば農薬を使用しない方法を選択する
等、効率的な実施を心がけます。 

(2) 農薬の散布方法の改良・改善 
・ 病害虫や雑草の種類及び発生状況、農作物の種類によって、可能な場合には
スポット散布等の少量散布を行います。 
・ 防除にあたって、同じ農薬を連続使用すると薬剤耐性菌や薬剤抵抗性害虫な
どが出現し、その農薬の効果が極端に低下することがあります。これを避ける
ため、同一の農薬や同じ作用機構をもつ農薬を連続して使用せず、複数の農薬
を組み合わせて使用するようにします。 
・ 圃場及び周辺に生息する「害虫の天敵」に影響の少ない農薬を、優先的に使
うようにします。 

(3) 農薬使用記録簿の記帳と活用 
・ 農薬の使用状況を把握するため、農薬の使用について「生産履歴」に必ず記
録します。記録すべき項目は、①農薬を使用した年月日、②農薬を使用した場
所と面積、③農薬を使用した農作物等、④使用した農薬の種類又は名称、⑤使
用した農薬の使用量、希釈倍数等です。農作物ごと、圃場ごとに記録用紙を作
成しておくと記入が簡単で、活用しやすくなります。 
・ 農薬使用記録をきちんと残していれば、どの圃場・作物に何という病害虫が
どの時期に発生しやすいかといった傾向がわかるようになります。記録を参考
として防除計画を立て、圃場周辺の病害虫の発生原因を除去したり、適切な時
期に予防効果のある薬剤を散布したりする等、効率的に病害虫防除を実施する
ようにします。 




